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事業内容

１　出資等の状況（H19.4.1現在） （単位：千円,位）

10,000

出資（出捐）額
出資（出捐）

割合
出資（出捐）

順位
備考

10,000 100.0%

２　社員（会員）の状況(社団法人のみ）（H19.4.1現在）

社員数

県

市町村

国又は政府系機関

民間法人

その他

千葉県による公社等外郭団体に関する情報公開

社員総数

区　　　　　　分

内
訳

地方公共
団体

043-223-3289

主な者

資本金（又は出捐金）

二野宮　淳吉

０４３－２２２－９１０６

昭和48年4月1日

 http://www.ctk.or.jp

千葉市中央区市場町７番９号

「公有地の拡大の推進に関する法律」（昭和４７年法律第６６
号）に基づき，公共用地，公用地等の取得，管理処分等を行
うことによって，地域の秩序ある整備を図り，県民福祉の増進
に寄与することを目的として設立された特別法人

千葉県

出資（出捐）者

団体名 千葉県土地開発公社 県所管課 県土整備部用地課



３　財務状況　※

(１)貸借対照表から
（単位：千円）

項　　　目 １６年度 １７年度 １8年度

総資産 54,339,294 49,671,278 35,695,700

負　債 37,263,655 30,123,240 25,620,572

資　本 17,075,639 19,548,038 10,075,128

累 積 損 益 17,065,639 19,538,038 10,065,128

（２）損益計算書 （単位：千円）

項　　　目 １６年度 １７年度 １8年度

総 収 入　　（＝売上高＋営業外収益＋特別利益） 11,510,294 11,370,148 8,495,363

経 常 損 益 △ 40,781 △312,757 △ 1,512,731

当 期 損 益 1,535 2,472,399 △ 9,472,910

減価償却前当期損益　　　　 23,990 2,492,588 △ 9,454,620

４　年度末借入金残高等の状況 （単位：千円）

　　　項　　　目 １６年度 １７年度 １8年度

借 入 金 残 高　　　　　     30,969,644 27,086,545 21,975,313

うち県からの借入金残高 1,930,000 1,930,000 1,930,000

うち県以外からの借入金残高 29,039,644 25,156,545 20,045,313

25,561,221 21,682,121 16,213,634

※公益法人については、次のとおり公益法人会計基準に読み替える。

〈貸借対照表〉　資本⇒正味財産の部合計

　　　　　　　　　　累積損益⇒基本金等を除く正味財産額

〈損益計算書〉　損益計算書⇒収支計算書及び正味財産増減計算書

　　　　　　　　　　総収入（＝売上高＋営業外収益＋特別利益）⇒総収入（＝当期収入合計－借入金

　　　　　　　　　　収入等（損益に無関係の項目））

　　　経常損益⇒当期正味財産増減額－（特別損益項目の資産の増減＋特別損益取引

　　　に係る当期収支差額）

　　　当期損益⇒当期正味財産増減額

　　　減価償却前当期損益⇒当期正味財産増減額（減価償却を行っている場合は、減価

　　　償却費を加える）

うち県の債務保証又は損失補
償の対象となる借入金残高



５　県の財政支出の状況

（１）委託料・補助金等 （単位：千円）

項　　目 目的、内容、算出根拠等 １６年度 １７年度 １8年度

委　託　料   　　
公有地取得のためのあっ
せん等事業の委託

212,297 177,897 209,963

補助金･交付金・
負担金

地方公務員等共済組合法
第１１３条第３項等に基づ
く共済掛金の県負担分

8,035 5,586 6,236

合　　　計 220,332 183,483 216,199

（２）その他

利子補給

税の減免額

出資金

貸付金

上記以外のもの
先行取得した公有地の県
の再取得等

4,741,692 5,421,831 5,229,230

合　　　計 4,741,692 5,421,831 5,229,230

６　役職員の状況（各年度７月１日現在）

（１）役職員数 （単位：人）

１６年度 １７年度 １8年度

常勤役員数   5 4 3

うち県退職者 2 3 1

うち県派遣職員 2 0 1

常勤職員数  72 49 46

うち県退職者 0 0 0

うち県派遣職員 1 0 0

（２）役職員の平均年収等の状況

１７年度 １8年度

役員数（県派遣又は県ＯＢ） 　　　  4人（3人） 　　　　3人（2人）

役員平均年齢   　　　61.5歳   　　　61.3歳

平均年収(千円）      7,046千円            8,860千円

職員数（県派遣又は県ＯＢ） 　　　  48.4人（0人）　　　　46人（0人）

職員平均年齢   　　　43.8歳   　　　44.8歳

平均年収(千円）         6,011千円           6,555 千円

　①　対象は常勤の役職員です。（嘱託職員、日々雇用職員は除く。)
　②　役職員数は実人員を記入してください。
　③　平均年収は、役職員に支払われる役員報酬・給料+諸手当の総額を実人員で除して
　　算出してください。
※実人員の考え方
　・4月に役員が4人いて、年度途中で2人交替し、年度末に4人であった場合の実人員は4人
　・4月に役員が5人いて、10月から1人減り、年度末に4人であった場合の実人員は4.5人

項　　目

項　　　　目



７　見直し方針の取組状況

見直し方針

見直し
の概要

取組状況

その他（特
記事項等）

※平成１８年１０月１２日に千葉県行政改革推進本部で見直しを決定した２７団体以外の団体については

平成１４年に決定した方針とその取組状況を記載ください。

　縮小

・土地造成事業においては、分譲用地や代替地等の処分を促進し、その処分代金は
借入金の返済に充てる。
・公共用地取得の専門機関として、県及び国からの事業委託に起動的に対応してい
く。

・土地造成事業については、新規の土地造成事業を中止している。
平成１８年度は、土地分譲が好調であったことから、３２億３９百万円を土地造成事業
に係る借入金の返済に充てた。
・公有地先行取得として県及び国からの委託に基づき、平成１８年度は１６．１ヘクター
ル取得した。


